
1 電気工作物所在地
秋田県横手市山内土渕字小目倉沢３４　道の駅さんない

2 目的
電気事業法の規定に基づき，自家用電気工作物における各種届出，
保安管理業務を行うものである。

3 自家用電気工作物（需要設備）の概要
・需要設備　28kVA　電圧　200/100V
・非常用予備発電装置の容量　30kVA　電圧210V　ディーゼル機関

4 委託業務内容
（１）定期的に行う点検は別表「巡視，点検，測定及び試験の基
準」により，次のとおりとし，巡視点検，測定及び試験検査の結
果，経済産業省令に定める技術基準の規定に適合しない事項がある
ときは，必要な指導・助言を行うこと。
・月次点検：需要設備　2月毎に1回
・年次点検：1年1回
・臨時点検：事故発生時等，必要に応じ実施
（２）自家用電気工作物の事故発生の場合は，応急措置等を指導す
るとともに，事故発生原因を究明し，再発防止の対策措置を指導・
助言し，必要に応じ臨時点検を行い，電気事業法第106条の規定に
基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きを
行うこと。
（３）電気事業法第107条第3項に規定する立入検査の立会を行うこ
と。
（４）その他保安管理上，必要な業務を行うものとする。

5 契約期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

6 その他
本特記仕様書に記載されていない事項については「建築保全業務委
託仕様書」による。
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